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山 梨 県 の 特 定 最 低 賃 金 （ 自 動 車 ） が 変 わ り ま す 

～山梨労働局長が改正決定し官報に 公示～ 

 

１ 山梨労働局長（局長 岩﨑 充）は、山梨県の特定最低賃金「自動車・同附属品製造業」について、令和７

年12月９日に、次のとおり改正決定し、同日付けの官報に公示しました（別添参照）。 

 

山梨県特定 

最 低 賃 金 

自動車・同附属品製造業 

時間額 

１．０８９円 

効力発生日 

令和８年３月１日 

 

２ 上記特定最低賃金は、１時間当たり６０円の引上げ（引上げ率５.８３％）となります。 

 

３ 上記特定最低賃金の効力発生前日までは、山梨県最低賃金１，０５２円が適用されます。 

 

４ 山梨県最低賃金及び特定最低賃金の改正の推移を参考資料として添付しました。 

 

５ 山梨労働局では、今後も最低賃金額を広く周知するため、関係事業者、県、市町村、事業者団体、

労働団体、教育関係機関等に広報等の依頼を行うとともに、管下労働基準監督署による履行確保の

徹底を図っていくことにしています。 

  なお、山梨県内の事業場においては、各最低賃金の発効日以降、同金額以上の賃金を支払わなけ

れば、法違反になります。 

 

【審議の経過（参考）】 

  山梨労働局では、令和７年 11月７日に、上記１のとおり、１時間当たりの時間額を引き上げる内

容の答申を受け、同日付けで答申内容の要旨を公示しました（異議申出の公示）。 

その後、締切日である 11 月 25 日までに異議の申出がなかったため、山梨地方最低賃金審議会の



 

 

答申どおりの時間額とする改正決定を行い、上記１のとおり官報に公示しました。これにより、上

記１の最低賃金額は効力発生日から適用されることになります。 



 

最低賃金の改正決定に関する公示  

山梨労働局最低賃金公示第２号  

 最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第１

５条第２項の規定に基づき、山梨県自動車・同附

属品製造業最低賃金（平成２１年山梨労働局最低

賃金公示第２号）の一部を次のように改正する決

定をしたので、同法第１９条第１項の規定により

公示する。  

 令和７年１２月９日  

山梨労働局長  岩﨑  充  

 第４号中「１時間１，０２９円」を「１時間１，

０８９円」に改める。  

附  則  

 この決定は、令和８年３月１日から効力を生ず

る。  

  

㊢ 



最低賃金件名 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和7年

時間額 ６８９ ６９０ ６９５ ７０６ ７２１ ７３７ ７５９ ７８４ ８１０ ８３７ ８３８ ８６６ ８９８ ９３８ ９８８ 1,052

引上額 １２ １ ５ １１ １５ １６ ２２ ２５ ２６ ２７ １ ２８ ３２ ４０ ５０ ６４

引上率 1.77 0.15 0.72 1.58 2.12 2.22 2.99 3.29 3.32 3.33 0.12 3.34 3.70 4.45 5.33 6.48

時間額 ７８９ ７９３ ７９８ ８０６ ８１９ ８３４ ８５１ ８６９ ８９０ ９１３ ９１４ ９３４ ９５９ ９９７ １０４７ 審議中

引上額 ７ ４ ５ ８ １３ １５ １７ １８ ２１ ２３ １ ２０ ２５ ３８ ５０ -

引上率 0.90 0.51 0.63 1.00 1.61 1.83 2.04 2.12 2.42 2.58 0.11 2.19 2.68 3.96 5.02 -

時間額 ７９８ ８０１ ８０６ ８１５ ８２８ ８４３ ８５７ ８７５ ８９６ ９１８ ９１９ ９３８ ９６１ ９７１ 1,029 1,089

引上額 ７ ３ ５ ９ １３ １５ １４ １８ ２１ ２２ １ １９ ２３ １０ ５８ ６０

引上率 0.88 0.38 0.62 1.12 1.60 1.81 1.66 2.10 2.40 2.46 0.11 2.07 2.45 1.04 5.97 5.83

参考

山梨県地域別及び特定（産業別）最低賃金額等の推移

　　【地域別最低賃金】

　　【特定最低賃金】

山梨県最低賃金
(新設：昭和４７年)

山梨県電子部品・デ
バイス・電子回路、電
気機械器具、情報通
信機械器具製造業最
低賃金
（新設：昭和６３年）

山梨県自動車・同附
属品製造業最低賃金
（新設：平成元年）

項目

年


